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社会資本総合整備計画

令和 7 年度 ～ 11 年度

 １．地域の住宅政策の経緯及び現況

 ２．課題

大津市

大津市地域住宅計画（第５期）

 計画期間

 計画の名称

 都道府県名 滋賀県  作成主体名

　当該地域は滋賀県の南西部に位置し、南北４５ｋｍ東西２０ｋｍに及ぶ細長い地形で、前面は琵琶湖に、背後には比叡・比良・田上山系に囲ま
れ、豊かな自然に恵まれており、西に京阪神地域と隣接していることもあって近年ベッドタウン化が著しく、人口約３４万人、世帯数約１５万世帯
を超える県都である。
　陸上交通が発達する明治以前から湖上交通の要である浜大津港を起点として市街地が形成され、昭和に入り湖水を利用した繊維産業等が発展、高
度成長期以降は交通機関の整備と共に京阪神地域からの人口流入が続いてきた。戦災を免れた本市において都心地域は戦前から住宅地が形成されて
きたが、全般的に狭隘な道路が多く、住宅の規模・設備が不十分なまま老朽化した木造賃貸住宅が多い状況である。また、市域をＪＲの幹線が貫き
交通の便の良い駅前を中心に分譲マンションが多数建設され、令和６年３月時点で約２万３千戸が供給されている。
　現在、公的住宅政策としては、高度成長期に供給された市営住宅ストック（管理戸数約２，８００戸中４割強）の改善事業及び維持管理等を実施
しており、民間住宅政策としては分譲マンション管理支援、地域優良賃貸住宅の家賃補助等を行っている。

○市営住宅の整備においては、民間市場において自らの最低居住水準を確保できない低額所得者や入居制限を受ける可能性がある高齢者、障害者、
ひとり親世帯等のより住宅困窮度の高い世帯を救済するセーフティネットとしての役割を重点的に担うための施策が必要である。
○高度成長期に大量に供給されたストックについて、耐用年数まで有効に活用を図るため、大津市公営住宅等長寿命化計画に基づいた計画的な改善
の実施と適切な維持管理が必要である。
○効果的・効率的な住棟の整備、改善及び維持管理を実施するため、住棟や入居者に関連する情報を的確に把握し管理する必要がある。



単　位 基準年度 目標年度

大津市公営住宅等長寿命化計画に基づき
実施した改修等の実施率

％

大津市公営住宅等長寿命化計画におい
て、令和７年度から令和１１年度に改修を
予定する市営住宅棟数のうち、改修を実施
した棟数

0% 7 100% 11

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

 ３．計画の目標

定　　義

 ４．目標を定量化する指標等

『市営住宅ストックの整備や計画的な改善をはじめとする事業の実施により、良好な住環境の整備や住宅セーフティネットの拡大を総合的に
推進し、豊かで安全なゆとりある住まい・まちづくりを実現する』

指　　標 従前値 目標値



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

(1) 基幹事業の概要

(2)提案事業の概要

・１－Ａ１－１　公営住宅ストック総合改善事業
　大津市公営住宅等長寿命化計画に基づき、既存市営住宅の居住性向上、福祉対応、長寿命化等を目的とした改善工事を実施する。
　また、現行の公営住宅等長寿命化計画に続く長寿命化計画を策定する。
・１－Ａ１－２　住宅地区改良事業（改良住宅ストック総合改善事業）
　大津市公営住宅等長寿命化計画に基づき、既存改良住宅の居住性向上、福祉対応、長寿命化等を目的とした改善工事を実施する。
・１－Ａ１－３　公的賃貸住宅家賃低廉化事業
　地域優良賃貸住宅（高齢者型）１物件の家賃低廉化事業を実施する。

住生活基本計画の策定：住生活基本計画を策定し、住民の住生活における総合計画を設けることで住民の住環境の安定確保と質の向上
を促進する。

(3)その他（関連事業など）



 ６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

（金額の単位は百万円）

基幹事業

交付期間内
事業費

公営住宅２１団地 1,317

住宅地区改良事業等（改良住宅ストック総合改善事業・改良住宅の改修等） 改良住宅１団地 103

公的賃貸住宅家賃低廉化事業（高齢者向け地域優良賃貸住宅の家賃補助） 高優賃１棟 49

1,469

提案事業

交付期間内
事業費

住生活基本計画策定事業 17

17

（参考）関連事業 　　※交付期間内事業費は概算事業費

規模等事業 事業主体

大津市公営住宅等ストック総合改善事業（公営住宅の改修等）

合計

規模等

大津市

大津市

事業主体

大津市

合計

規模等事業（例）

事業 事業主体
細項目



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

【配慮入居者】次に該当する者とする
１　同居親族がない者
２　給与住宅として主にファミリー世帯を入居させようとする法人
３　世帯の収入が収入分位２５％未満又は８０％超で入居を希望する者
４　居住する住宅の建替え・改修のため一時的に住宅を必要とする者
５　公共公益施設として使用しようとする団体
６　その他市長が必要と認める者
【賃貸に関する事項】入居者を募集したにもかかわらず、３ケ月以上空き家である住戸については、認定事業者が市長の承認を得て配慮入居者に賃
貸（賃貸期間を５年以内とする定期建物賃貸借契約に限る。）する。

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の
特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）


